
1

、

自治会町内会長　各位
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南　消　防　署　長

令和3年度初期消火器具等設置費用の一部補助事業っいて

　消防局では、平成26年度から自治会町内会が初期消火器具等を設置及び全

ての器具を更新する費用の一部を補助する事業を行っています。令和3年度は

設置及び全ての器具の更新に加え、既存の初期消火器具等を対象として、劣化

したホース等の器材の一部分を更新する費用の一部について補助する事業を新

たに行います。

　各自治会、町内会の初期消火器具の状況を確認していただき、特に大地震発

生時に火災被害が集中すると想定されている地域においては、積極的に初期消

火器具等の設置や更新をしていただきますようにお願いします。
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初期消火器具等設置費用の一部を補助します

　消防局では、自治会町内会が初期消火器具等を設置・更新（器具全て）する費用の一部を補助す

る事業を行っています。

　また、令和3年度は、既存の初期消火器具等を対象として、劣化したホース等の器材の一部分を

更新する費用の一部について補助する事業を新たに行います。

1　申請要件

　下記3つに当てはまる単一の自治会町内会が対象となります。
（1）地域に消火栓がある。

（2）家屋が密集し、火災が発生した場合に延焼拡大のおそれがある。

（3）定期的に訓練を実施できる。

2　申請について

（1）受付期間：令和3年4月1日（木）～令和3年9月30日（木）
（2）申請方法：申請書に必要事項を記入の上、南消防署にご提出をお願いします。

3　補助率について
（1）初期消火器具等の新規設置及び器具全ての更新設置※1の場合

　　初期消火器具等の整備を要する経費（税込金額）の2／3に相当する額とし、1件あたり20

　万円を上限とします。（市内で計7基補助の予定です。）

（2）初期消火器具等の　　　初期消火器具等の整備に要する経費（税込金額）の2／3に相当する額とし、1件あたり7

　万円を上限とします。（市内で計200基補助の予定です。）

　　　※1更新設置は、自治会町内会が所有している初期消火器具等が経年劣化等で使用が困難に

　　　　なった場合、撤去後に新たな初期消火器具等を設置することをいいます。

　　　※2一部更新設置は、消防用ホース等の更新など器材の一部を更新することをいいます。

4　お願い
　　大地震発生時に火災被害が集中すると想定されている地域※においては、特に初期消火力の強

化につながる取組を推進する必要があります。該当する地域の自治会町内会は、積極的に初期消
火器具等の設置や更新をしていただきますようお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　（※地震防災戦略における地震火災対策方針で示される「対象地域」）

棚膳火器具等ε瀞？

初期消火器具には、初期消火箱（固定式）とスタンドパイプ式初期消火曇具

何搬式）の2租類があり、浦防車が進入できない道路狭駐地域等においても、

消火栓にホースを直接接続し、有効な初期消火活動を行うことができる消火暴具

です．特にスタンドパイプ式は機動性に優れ、容易に取り扱うことができます。

スタンドパイプ式初期消火器具（可搬式）初期消火箱（固定式）

　　　※令和3年度予算案が横浜市会において鰻決されることを条件としています。




